
令令和和６６年年度度決決算算にに係係るる健健全全化化判判断断比比率率及及びび  
資資金金不不足足比比率率のの公公表表ににつついいてて   

 

                                令和７年１０月    

                           愛媛県総務部行財政推進局財政課 

       

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年6月22日法律第

94 号）に基づき、令和６年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率

を算定しましたので、次のとおり公表します。 

（※）健全化判断比率、資金不足比率において、算定値が「－％」と表示されているものは、赤字

又は不足がないため算定される比率がないという意味です。 

 

１ 健全化判断比率 
 

【早期健全化基準】 

  上回ると、要注意段階として財政健全化計画を定め、自主的な改善努力による健全

化に取り組むことが求められる基準です。 

【財政再生基準】 

  上回ると、財政再生段階として財政再生計画を定め、国の関与のもとで再生を図っ

ていくことが求められる基準です。 

 

 （１）実質赤字比率                       

  一般会計（福祉、教育、まちづくり等の地方公共団体の中心的な行政サービスを行

う会計）と地方公営事業会計以外の特別会計（特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区

別して処理する会計）を合算した「一般会計等」の赤字の程度、財政運営の深刻度を

示すものです。 

 

 愛 媛 県 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 ― ％ 3．75％ 5％ 

 

 一般会計等の実質収支（形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除したもの）

の合計が黒字であることから、実質赤字額がなく算定される比率もあり

ません。 

 

 

 



 （2）連結実質赤字比率                     

  地方公共団体のすべての会計の赤字や黒字を合算したもので、地方公共団体全体の

赤字の程度、財政運営の深刻度を示すものです。 

 

 愛 媛 県 早期健全化基準 財政再生基準 

連結実質赤字比率 ― ％ 8．75％ １５％ 

 

 一般会計等と地方公営事業会計の実質収支、資金剰余又は不足額の合

計が黒字であることから、連結実質赤字額がなく算定される比率もあり

ません。 

 

 

 （３）実質公債費比率                      

  地方公共団体の長期借入金（地方債）の返済額及びこれに準じるものの財政規模に

対する割合を指標化（単年度比率の３か年平均）したもので、この比率が高まるほど

財政の弾力性が低下するなどの資金繰りの危険度を示すものです。 

 

 愛 媛 県 早期健全化基準 財政再生基準 

実質公債費比率 １１．０％ 25％ 35％ 

 

 ５年度（１１．２％）に比べて０．２ポイント改善しており、早期健全化

基準を下回っています。 

 

 

 （４）将来負担比率                        

  地方公共団体の一般会計等の長期借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の

現時点での残高の財政規模に対する割合を指標化したもので、将来、財政運営を圧迫

する可能性が高いかどうかを示すものです。 

 

 愛 媛 県 早期健全化基準 
 

将来負担比率 １１１．５％ 400％ 

 

 ５年度（1１９．０％）に比べて７．５ポイント改善しており、早期健全

化基準を下回っています。 

 



2 資金不足比率                          

  公営企業の資金不足額を、公営企業の事業の規模である営業収益の規模と比較して

指標化したもので、経営状況の深刻度を示すものです。なお、この指標には、長期借

入金等の固定負債等が加味されていないため、算定結果が実際の経営状況を表してい

るとは限りません。 

 

【経営健全化基準】 

  上回ると、経営健全化計画を定め、当該計画に基づいた経営の健全化に取り組むこ

とが求められる基準です。 

 

会 計 名 資金不足比率 

愛媛県電気事業会計 ― ％ 

愛媛県工業用水道事業会計 ― ％ 

愛媛県病院事業会計 ― ％ 

愛媛県港湾施設整備事業特別会計 ― ％ 

経営健全化基準 20％ 

 

 いずれの事業会計も資金剰余となることから、算定される比率はあり

ません。 

 

 

 以上のように、本県においては、いずれの比率も早期健全化基準、

財政再生基準及び経営健全化基準を上回っていませんが、このことを

もって財政状況が良いとは必ずしも言えません。 

 本県では、社会保障関係経費が増加傾向にある一方、自主財源比率

は低く、地方交付税に依存している中で、災害・防災対応により建設

地方債残高が高止まり傾向にあることに加え、金利上昇による公債費

増の可能性もあるほか、工業用水道事業会計や病院事業会計には多額

の固定負債があるなど、財政状況は不透明な状況にあることから、引

き続き財政の健全化に最大限取り組んでまいります。 

 


